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平成２９年みよし市教育委員会 第７回定例会 会議録 
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場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 
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傍 聴 者 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

日 程 ３ 

【前回会議

録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

平成２９年７月２１日（金）午後２時開議 

 

市役所２階２０２会議室 

 

教育長：今 瀬 良 江  教育長職務代理者：古 田 みどり 

委 員：久 野 元 典    委  員：藤 森  猛 

委  員：天 野 博 道 

 

教育部長：柴田圭一、教育部参事：吉澤通記、教育部次長：深谷幸広、 

教育行政課長：広瀬敏文、歴史民俗資料館副主幹：林久義、 

学校教育課長：新美貴宏、学校給食センター所長：渋田昌代、 

スポーツ課長：深谷鐘治、生涯学習推進課長：山崎正勝、 

生涯学習推進課主幹：村山孝文 

 

教育行政課副主幹：伊藤益好、教育行政課主事：一丸理子 

 

２名 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。ま

た、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条第

１項の規定に基づき、教育行政課伊藤副主幹と一丸主事にお願いします。 

日程１、平成２９年みよし市教育委員会第７回定例会を開会します。 

（午後２時） 

 

日程２、教育長報告 

教育委員会第６回定例会以後、本日までに出席しました行事等の報告を

行います。 

お配りしました一覧表のとおりです。 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 前回会議録について、要点説明をお願いします。 

 

【前回（第６回定例会）会議録の要点説明】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

【挙手全員】 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 
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日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第３５

号（平成３０

年度みよし

市立小中学

校が使用す

る教科用図

書の採択に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第３６

号（みよし市

教育委員会

後援等名義

使用の承認

について） 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

藤 森 委 員 

 

 

 

学校教育課長 

 

 

藤 森 委 員 

学校教育課長 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

教育行政課長 

 

 

 

 

教 育 長 

藤 森 委 員 

 

 日程４、議事に入ります。 

 

議案第３５号の説明をお願いします。 

議案第３５号平成３０年度みよし市立小中学校が使用する教科用図書の

採択について説明します。この案を提出するのは、平成３０年度みよし市

立小中学校が使用する教科用図書について、教育委員会で採択する必要が

あるからです。平成３０年度使用みよし市立小学校「特別の教科 道徳」

教科用図書については、平成２９年度豊田・みよし地区教科用図書採択地

区協議会において選定されました教科用図書の採択を提案します。選定の

経緯につきましては、平成２９年度豊田・みよし地区教科用図書採択地区

協議会において、委員の皆様にご出席いただき協議していただいたため、

細かな説明は省略いたします。また、平成３０年度にみよし市立小学校が

使用する「特別の教科 道徳」以外の教科用図書及び平成３０年度にみよ

し市立中学校が使用する教科用図書につきましては、義務教育諸学校の教

科用図書の無償措置に関する法律第１４条に基づき、平成２９年度と同一

の教科用図書の採択を提案いたします。なお、特別支援学級において使用

する学校教育法附則第９条に規定する教科用図書については、各学校の要

望に基づいて決定します。 

議案第３５号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

道徳の教科書については、豊田・みよし地区教科用図書採択地区協議会

において、長い時間をかけて協議され、非常に良い教科書が選ばれたと思

います。採択された教科書を外部に公開する時期はいつでしょうか。また、

各学校からの教科書需要数報告はいつ行われますか。 

豊田･みよし地区を含む県内の各採択地区の教科用図書の採択状況は、県

下一斉に９月１日に愛知県教育委員会から公表されることになっていま

す。需要数報告は、その後、他の教科書を含めて調査があります。 

需要数報告は各学校の校長先生が行うのですか。 

需要数は教育委員会から各学校へ問い合わせをし、その後、確定します。 

議案第３５号について、原案を可決することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

【挙手全員】 

挙手全員です。よって、議案第３５号は可決されました。 

 

次に、議案第３６号の説明をお願いします。 

議案第３６号みよし市教育委員会後援等名義使用の承認について説明し

ます。この案を提出するのは、みよし市教育委員会後援等名義の使用につ

いて、新たな事業の申請があったため、教育委員会において名義使用の承

認についての可否を決定する必要があるからです。申請のあった事業は、

「ハタラクＣＡＲＮＩＶＡＬ」です。 

議案第３６号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

イベントで手に入れたおむすび通貨を地元で使えるとありますが、例え

ばどのようなお店が提携しているのでしょうか。 
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教 育 長 
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教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

藤 森 委 員 

 

教育行政課長 

藤 森 委 員 

 

 

教育行政課長 

藤 森 委 員 

 

 

教育部参事 

 

細かいところまでは確認しておりませんが、市内にもおむすび通貨が使

える店があり、その場合は店頭に表示があると聞いています。 

議案第３６号について、原案を可決することに賛成の委員の挙手を求め

ます。 

【挙手全員】 

挙手全員です。よって、議案第３６号は可決されました。 

 

続きまして、日程５、協議及び報告事項に入ります。最初に８月教育委

員会行事予定について説明をお願いします。 

８月の行事予定の中で教育委員の皆様へご案内を出させていただくもの

は、８月１７日の教育委員協議会及び定例会、８月２４日のみよし市教育

研究大会です。 

 ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 【質疑なし】 

 

続きまして、教育行政課からの報告事項について、説明をお願いします。 

過去に後援等の実績等があり審査承諾をした申請については、実績を元

に１０件承認しておりますので報告します。教育長が臨時代理により審査

した事業は、「もりの環 体験会」、「万博サンバフェスティバル」、「２０１

７秋季短期かけっこ教室」の３件であり、内容は資料のとおりです。続き

まして、放課後児童クラブの事業拡大と民間委託について、市長部局から

協議がありました。事業拡大の趣旨として、対象学年を全児童クラブで引

き上げ、定員増を図るため、第２教室の開設が必要とあります。これにあ

わせて運営を民間事業者に委託するということです。平成３０年度から４

小学校、平成３１年度から４小学校で開始します。協議事項として、第２

教室を開設するため、空き教室を借りる、工事を実施するとあります。南

部小学校の工事は市長部局で対応するとのことです。中部小学校と黒笹小

学校の工事は学校設備のため、教育委員会で対応することを検討していま

す。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

事業によって、表記が「園児」の場合と「幼児」の場合がありますが、

何か意図があるのでしょうか。 

意図はなく、申請書にある文言をそのまま使っています。 

「園児」は園に通っている子だけを指すように聞こえます。待機児童で

園に通っていない子は参加できないことになりますので、「幼児」と表記し

た方が良いと思います。 

申請の際に確認します。 

「もりの環 体験会」は中学校の先生が体験すると非常に良いと思いま

すので、研修扱いにして参加費を教育委員会で負担することはできないで

しょうか。 

研修は、学校の校務として行く場合、職務専念義務を免除して行く場合

等、さまざまなものがあります。この事業が実際の学校の教育活動にどの
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程度活用できるかを考慮し、学校長が判断することになります。 

児童クラブの民間事業者委託は大きな転換であると思います。もし別々

の事業者に委託した場合、細かいサービス等が変わってくると思うのです

が、市としてはどのように指導するのでしょうか。 

おそらくそれぞれに同一の基準が示されるのではないかと思います。プ

ロポーザルのため、みよし市の放課後児童クラブに適した業者を市長部局

が判断することになります。 

続きまして、資料館からの報告事項について、説明をお願いします。 

第３回 歴史体感！石川家住宅「なつまつり」開催要項についてです。

開催期間は７月２９日、開催場所は石川家住宅、申込みは不要です。内容

については資料の通りです。続きまして、常設展リニューアル記念事業「ぐ

るぐる手回し！ロクロ体験」開催要項についてです。開催日は８月２４日、

開催場所はサンライブの美術室です。講師は青山双溪先生、多治見市の草

の頭窯という窯の方です。申し込みについては、８月１日号の広報に掲載

予定です。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、学校教育課からの報告事項について、説明をお願いします。 

夏季休業中における児童生徒の指導等についてです。６月２６日付で市

内小中学校へ通知しました。１点目として、学習と生活の充実ということ

で、課題等は児童生徒にとって過度の負担にならないようにする、家族と

のふれ合いを大切にするとしています。２点目として、児童生徒の支援と

いうことで、長期欠席児童生徒や不登校傾向のある児童生徒に対して、切

れ目なく適切な指導、助言、支援を組織的に行う、夏季休業の後半には、

一人一人の状況等の把握に努めるとしています。３点目として、安全指導

の徹底と問題行動や事故防止の取組ということで、外出するときの注意事

項や危険を感じたときの対応、携帯電話・スマートフォンを利用するとき

の注意を重点項目としています。これらのことを、全校集会や学級活動に

おいて児童生徒に指導をしていただくよう依頼をしています。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

続きまして、スポーツ課からの報告事項について、説明をお願いします。 

平成２９年度友好都市小学生スポーツ交流派遣事業（野球）実施要項及

び平成２９年度友好都市小学生スポーツ交流派遣事業（サッカー）実施要

項についてです。どちらも以前の定例会で報告をしていますが、内容に変

更がありましたので報告させていただきます。前回の資料では、野球とサ

ッカーの出発式を別々に行うことになっていましたが、合同で行うことに

なりました。なお、帰着時間が野球とサッカーで違うのは、空港での手続

きの時間が人数によって違うことが想定されるためです。続きまして、第

１４回三好池Ｅボート交流会開催要項についてです。みよし商工会から協
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日 程 ６ 

【閉会宣言】 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

事 務 局 

 

賛をいただいて開催します。申込みは８月２日までです。表彰については、

上位者とは別に特別賞を設け、参加者の奮起を促す工夫をしています。ま

た、当日は猛暑が予想されますので、安全に配慮した大会運営を心掛けて

実施をいたします。 

ただいまの説明に関しまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

【質疑なし】 

 

他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、平成２９年みよし市教育委員会第７回定例会を閉会します。 

（午後３時） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

次回の定例会は、平成２９年８月１７日（木）午前１０時から、市役所

２階２０２会議室にて開催いたします。 

 

 


